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飯田市教育アドバイザーの選任について 

 

 

飯田市教育委員会では、飯田市の教育施策を推進するために、専門的かつ実践的な

立場からの助言・提案をいただくことを目的に「飯田市教育アドバイザー制度」を創

設いたしました。 

 平成 29 年度からは、下記のお二人の方にご就任いただきました。 

 

１ 飯田市教育アドバイザー制度 

  飯田市教育アドバイザー要綱  平成 29 年４月１日施行 

○アドバイザーの活動は、教育委員会の求めに応じ、飯田市の重要な教育課題に関

し、大局的見地から助言を行う。 

○アドバイザーの活動期間は２年間とする。ただし、２年を単位として更新するこ

とができるものとする。 

○報酬は支給しない。旅費等の実費は支給できる。 

 

２ 飯田市教育アドバイザー 

氏  名 住  所 助言を受ける分野 備 考 

貝ノ瀬 滋  

（69 歳） 

東京都武蔵野市 

八幡町 3-5-9 

コミュニティスクール、小中連携 

一貫教育の推進の分野 
新任 

東原 義訓 

（62 歳） 

長野県長野市 

西長野 6-ﾛ 

ＩＣＴ教育を推進するうえでの、 

ＩＣＴ教育と教員指導の分野 
新任 

  



 

飯田市教育アドバイザー要綱 

 

(趣旨) 

第1条 この要綱は、飯田市が教育施策を、専門的かつ実践的な立場からの助言や提案を得

て効果的に進めるために、教育アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を選任す

ること等に関し、必要な事項を定めるものとする。 

(アドバイザーの選任) 

第2条 教育委員会は、幅広く高度な識見を有する者のうちから、選任しようとする者の承

諾を得てアドバイザーを選任する。 

 (アドバイザーの活動) 

第3条 アドバイザーは、教育委員会の求めに応じ、飯田市の重要な教育課題に関し、大局

的見地からの助言等を行う。 

(活動期間) 

第4条 アドバイザーが前条の規定による助言等(以下「アドバイザー活動」という。)を行

うべき期間は、2年とするものとする。 

2 前項の期間は、2年を単位として更新することができるものとする。 

 (報酬等) 

第5条 教育委員会は、アドバイザー活動に対する対価としての給料、報酬、謝礼その他の

金員は、支給しない。ただし、教育委員会は、活動の遂行のため、次に掲げるものをア

ドバイザーに対して予算の範囲内で支給し、又は提供することができる。 

(1) 交通に係る費用、宿泊に係る費用その他教育委員会がアドバイザー活動を行うに際し

必要と認める経費 

(2) その他教育委員会が必要と認めるもの 

 (守秘義務) 

第6条 アドバイザーは、アドバイザー活動において教育委員会が秘密と認めた事項を漏ら

してはならないものとする。アドバイザーを退いた後も同様とする。 

 (庶務) 

第7条 アドバイザーに関する庶務は、飯田市教育委員会事務局学校教育課において処理す

る。 

 

(補則) 

第8条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザー又はアドバイザー活動に関し必要な事

項は、教育委員会が定める。 

 

   附 則 

 この規則は、平成29年４月１日から施行する。 

 社会教育法（昭和24年法律第207号）第28条の規定により、任期満了となる公民館長の任命 


